
・医師や関係機関から
  サービス利用のおすすめ
・ご家族からの要望

・障害児相談事業者に相談
・事業所の見学等を行い
   　　利用先を決める

相談支援事業所へ
支援利用計画案作成の依頼
　面談（利用意向や心身状況）

お住いの市・町へ
　申請書類を提出

受給者証がお家に届く利用契約
利用開始

サービスを利用する場合には申請が必要です。

➡
➡

➡➡
➡

（入所施設の場合は県に提出）

児童福祉法に基づく障害児の通所サービスを、「障害児通所支援」といいます。
入所の場合は「障害児入所支援」といいます。

障害児通所支援は、障害児相談支援事業者（市町が指定）が作成した支援利用計画に基づき市町が支給決定を行います。

児童発達支援
身体・知的・精神に障害のある児童（発達障害児も含む）に対し、日常生活に
おける基本的な動作の指導、知的技能の付与及び、集団生活への適応訓練を
実施します。

就学している障害児を対象に、放課後や休日において、生活能力向上のための
訓練等を継続的に実施します。

保育所や、児童が集団生活を営む施設に通う障害児に対し、その施設を訪問し、
集団生活適応のための訓練等、障害児本人に対する支援や、支援方法の指導等、
訪問先施設のスタッフに対する支援を行います。

　利用サービスの種類　
　利用期間などが明記
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保育所等訪問支援

放課後等デイサービス

通所サービスの手続き
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● 障害児支援の概要


